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改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

第８条  学生は履修する授業科目を定め、あらかじ

め担当教員の承認を受けなければならない。 

 

 

 

 （後 略） 

 

 

 

第８条 （同 左） 

 

第８条の２ １学期に履修科目として登録すること

ができる単位数の上限に関する事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 


